
議案第２０号

三宅町過疎地域自立促進計画の変更について

過疎地域自立促進特別促進法（平成 12 年法律第 15 号）第 6条第７項の規定により準用
する同条第 1項の規定に基づき、別紙のとおり三宅町過疎地域自立促進計画（平成 29年 9
月策定）の一部を変更することについて、議会の議決を求める。

令和２年３月４日提出

三宅町長 森田 浩司





三宅町過疎地域自立促進計画（平成 29 年 9月策定）の一部を次のとおり変更する。

２．産業の振興（３）計画の表中、
「

」
を

「

」
に改める。

３．交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 （３）計画の表中、
「

１．産業の振
興

（９）過疎地域
自立促進特別事
業

（略）
三宅町タウンプロモーション事業
三宅町用途地域変更都市計画策定
事業
グローブ生産 100 周年記念事業
屯倉ブランドと食の連携による創
出事業

三宅町
三宅町

三宅町
三宅町

１．産業の振
興

（９）過疎地域
自立促進特別事
業

（略）
三宅町タウンプロモーション事業
三宅町用途地域変更都市計画策定
事業
グローブ生産 100 周年記念事業

屯倉ブランドと食の連携による創
出事業

三宅町
三宅町

三宅町・

野球グロ

ーブ生産

100 周年

事業実行

委員会

三宅町

２．交通通信
体系の整備、
情報化及び地
域間交流の促
進

（１）市町村道
道路

（略）
三宅 167 号線（改良）（石見）
L=120mW=7.1m
三宅 182 号線（改良）（石見）
L=100mW=11.4m
街路灯LED化事業
安全対策事業

（略）
三宅町

三宅町

三宅町
三宅町



」
を

「

橋梁

（１１）過疎地
域自立促進特別

事業

（略）
出屋敷西橋
L=34m W=1.5m
但馬橋
L=36.5m W=4.1m
小柳橋
L=39.7m W=6.5m
（略）
栄橋
L=36.3m W=5m
辰ヶ辻橋
L=34m W=6.5m
（略）
橋梁長寿命化修繕計画策定業務
橋梁定期点検業務

（略）
三宅町

三宅町

三宅町

（略）
三宅町

三宅町

（略）
三宅町
三宅町

２．交通通信
体系の整備、
情報化及び地
域間交流の促
進

（１）市町村道
道路

橋梁

（略）
三宅 167 号線（改良）（石見）
L=120mW=7.1m
三宅 171 号線（改良）（石見）
L=139mW=2.8m
三宅町 172 号線（改良）（石見）
L=245mW=2.7m
三宅 173 号線（改良）（石見）
L=76m W=2.8m
三宅 182 号線（改良）（石見）
L=100mW=11.4m
街路灯LED化事業
三宅町公園景観灯改修事業
安全対策事業

（略）
出屋敷西橋
L=34m W=1.5m
但馬橋
L=36.5m W=4.1m
小柳橋
L=39.7m W=6.5m
（略）
栄橋

（略）
三宅町

三宅町

三宅町

三宅町

三宅町

三宅町
三宅町
三宅町

（略）
三宅町

三宅町

奈良県・

三宅町

（略）
三宅町



」
に改める。

５．高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 （２）その対策
②地域福祉 イ担い手の確保・育成・支援の項を次のとおり変更する。
○福祉の担い手である民生児童委員の活動を支援するとともに、福祉分野や
災害時等におけるボランティアの確保・育成に取り組みます。

④障害者福祉 ア地域での自立生活支援の充実の項を次のとおり変更する。
○障害者計画及び障害福祉計画、障害児福祉計画に基づいた取り組みを推進
するとともに、障がいのある人や家族が適切なサービスが利用できるよう、わ
かりやすい情報提供に努めるとともに、気軽に相談できる体制を整備します。

⑤健康福祉 イの見出しを次のとおり変更する。
イ 生活習慣病の早期発見・早期治療体制の構築及び重症化予防対策の推進

⑤健康福祉 オ施設整備の項を次のとおり変更する。
○保健福祉施設及び設備の適切な維持管理、整備を行います。

５．高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 （３）計画の表中、
「

」
を

（１１）過疎地
域自立促進特別

事業

L=36.3m W=5m
辰ヶ辻橋
L=34m W=6.5m
無名橋 ５７橋 L=15m未満

（略）
橋梁長寿命化修繕計画策定業務
橋梁定期点検業務

道路路面性状調査

三宅町

三宅町
（略）
三宅町
奈良県・

三宅町

三宅町

４．高齢者等
の保健及び福
祉の向上及び
増進

（８）過疎地
域自立促進特
別事業

（略）
ひとり親家庭等医療費助成事業
心身障害者医療費助成事業
老人医療費助成事業
子ども・子育て支援事業計画策定業
務

（略）
三宅町
三宅町
三宅町
三宅町



「

」
に改める。

６．医療の確保 （１）現状と問題点 をつぎのとおり変更する。
現在、町保健医療行政については、国保中央病院や川西町医師会、田原本町医

師会の協力により推進しています。
今後、近隣市町村の医師会及び磯城郡の中核病院となる国保中央病院、さらに

桜井地区医師会と連携することより、町保健医療行政の向上を図ることが課題と
なっています。

６．医療の確保 （２）その対策 イ救急医療体制の確保の項を次のとおり変更す
る。
○磯城休日応急診療所や桜井地区病院群輪番体制等、広域による連携体制の強

化を行い、休日や夜間の救急医療体制の確保を図ります。

７．教育の振興 （２）その対策 ①学校教育 ア学力・生きる力の育成の項を次
のとおり変更する。
○三宅町教育大綱に基づき、自ら学び、豊かな心と健やかな体を育む学校教育を
推進します。

７．教育の振興 （３）計画の表中、
「

」
を

４．高齢者等
の保健及び福
祉の向上及び
増進

（８）過疎地
域自立促進特
別事業

（略）
ひとり親家庭等医療費助成事業
心身障害者医療費助成事業
老人医療費助成事業
精神障害者医療費助成事業
子ども・子育て支援事業計画策定業
務

（略）
三宅町
三宅町
三宅町
三宅町
三宅町

６．教育の振
興

（４）過疎地
域自立促進特
別事業

給食調理業務委託事業
外国語講師委託事業
ＩＣＴ設備改修事業
特別支援教育講師派遣事業
生涯学習推進事業
（略）

三宅町
三宅町
三宅町
三宅町
三宅町
（略）



「

」
に改める。

９．その他地域の自立促進に関し必要な事項 （３）計画の表中、
「

」
を
「

」
に改める。

６．教育の振
興

（４）過疎地
域自立促進特
別事業

給食調理業務委託事業
外国語講師委託事業
ＩＣＴ環境整備事業
図書室整備事業
特別支援教育講師派遣事業
生涯学習推進事業
（略）

三宅町
三宅町
三宅町
三宅町
三宅町
三宅町

８．その他地
域の自立促進
に関し必要な
事項

（2）過疎地
域自立促進特
別事業

ＵＩターン促進事業
三宅町まち・ひと・しごと創生人口
ビジョン改訂事業
多世代がつながるひとりひとりの居
場所創出事業

三宅町
三宅町

三宅町

８．その他地
域の自立促進
に関し必要な
事項

（2）過疎地
域自立促進特
別事業

移住定住促進事業
三宅町まち・ひと・しごと創生人口
ビジョン改訂事業
多世代がつながるひとりひとりの居
場所創出事業
地方版総合戦略策定事業

三宅町
三宅町

三宅町

三宅町



２．産業の振興 ２．産業の振興

（３）計画 （３）計画

３．交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 ３．交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進

（３）計画 （３）計画

三宅町過疎地域自立促進計画　変更箇所対照表

頁 変更後 変更前

17

（略） （略） （略） （略）

三宅町タウンプロモーション事業 三宅町 三宅町タウンプロモーション事業 三宅町

三宅町用途地域変更都市計画策定事
業

三宅町
三宅町用途地域変更都市計画策定事
業

三宅町

グローブ生産100周年記念事業

三宅町・野球
グローブ生産
100周年事業
実行委員会

グローブ生産100周年記念事業 三宅町

屯倉ブランドと食の連携によるしご
と創出事業

三宅町
屯倉ブランドと食の連携によるしご
と創出事業

三宅町

21

（１）市
町村道

（略） （略）
（１）市
町村道

（略） （略）

22 道路 三宅167号線（改良）　（石見） 三宅町 道路 三宅167号線（改良）　（石見） 三宅町

L=120ｍ　　W＝7.1ｍ L=120ｍ　　W＝7.1ｍ

三宅171号線（改良）　（石見） 三宅町

L=139ｍ　　W＝2.8ｍ

三宅172号線（改良）　（石見） 三宅町

L=245ｍ　　W＝2.7ｍ

三宅173号線（改良）　（石見） 三宅町

L=76ｍ　　W＝2.8ｍ

１．産業の振
興

（９）過
疎地域自
立促進特
別事業

１．産業の振
興

（９）過
疎地域自
立促進特
別事業

２．交通通信
体系の整備、
情報化及び地
域間交流の促
進

２．交通通信
体系の整備、
情報化及び地
域間交流の促
進



頁 変更後 変更前

22 三宅182号線（改良）　（石見） 三宅町 三宅182号線（改良）　（石見） 三宅町

L=100ｍ　　W＝11.4ｍ L=100ｍ　　W＝11.4ｍ

街路灯LED化事業 三宅町 街路灯LED化事業 三宅町

三宅町公園景観灯改修事業
三宅町 安全対策事業 三宅町

23 安全対策事業 三宅町

橋梁 （略） （略） 橋梁 （略） （略）

出屋敷西橋
L=34m W=1.5m

三宅町
出屋敷西橋
L=34m W=1.5m

三宅町

但馬橋
L=36.5m W=4.1m

三宅町
但馬橋
L=36.5m W=4.1m

三宅町

小柳橋
L=39.7m W6.5m

奈良県・三宅町
小柳橋
L=39.7m W6.5m

三宅町

（略） （略） （略） （略）

栄橋
L=36.3m W5m

三宅町
栄橋
L=36.3m W5m

三宅町

辰ケ辻橋
L=34m W=6.5m

三宅町
辰ケ辻橋
L=34m W=6.5m

三宅町

無名橋 ５７橋 L=15m未満 三宅町

（略） （略） （略） （略）

橋梁長寿命化修繕計画策定業務 三宅町 橋梁長寿命化修繕計画策定業務 三宅町

橋梁定期点検業務 奈良県・三宅町 橋梁定期点検業務 三宅町

道路路面性状調査 三宅町 (12)その他 近鉄石見駅周辺整備事業 三宅町

(12)その他 近鉄石見駅周辺整備事業 三宅町

（11）過
疎地域自
立促進特
別事業

（11）過
疎地域自
立促進特
別事業



頁 変更後 変更前

５．高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 ５．高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

（２）その対策 （２）その対策

（略） （略）

②地域福祉 ②地域福祉

（略） （略）

イ　担い手の確保・育成・支援 イ　担い手の確保・育成・支援

(略） (略）

④障害者福祉 ④障害者福祉

ア　地域での自立生活支援の充実 ア　地域での自立生活支援の充実

（略） （略）

⑤健康福祉 ⑤健康福祉

（略） （略）

イ　生活習慣病の早期発見・早期治療体制の構築

（略） （略）

オ　施設整備 オ　施設整備

○保健福祉施設及び設備の適切な維持管理、整備を行います。 ○健康福祉施設及び設備の適切な維持管理、整備を行います。

30

31

32

イ　生活習慣病の早期発見・早期治療体制の構築及び重症化予防対策の推
進

33

○福祉の担い手である民生児童委員の活動を支援するとともに、福祉分野
や災害時等におけるボランティアの確保・育成に取り組みます。

○福祉の担い手である民生委員・児童委員の活動を支援するとともに、福
祉分野や災害時等におけるボランティアの確保・育成に取り組みます。

○障害者計画及び障害福祉計画、障害児福祉計画に基づいた取り組みを推
進するとともに、障がいのある人や家族が適切なサービスが利用できるよ
う、わかりやすい情報提供に努めるとともに、気軽に相談できる体制を整
備します。

○障がいのある人や家族が適切なサービスが利用できるよう、わかりやす
い情報提供に努めるとともに、気軽に相談できる体制を整備します。



頁 変更後 変更前

（３）計画 （３）計画

６．医療の確保 ６．医療の確保

（１）現状と問題点 （１）現状と問題点

（略） （略）

（２）その対策 （２）その対策

（略） （略）

イ　救急医療体制の確保 イ　救急医療体制の確保

（略）　 （略）　

33

（略） （略） （略） （略）

ひとり親家庭等医療費助成事業 三宅町 ひとり親家庭等医療費助成事業 三宅町

心身障害者医療費助成事業 三宅町 心身障害者医療費助成事業 三宅町

老人医療費助成事業 三宅町 老人医療費助成事業 三宅町

精神障害者医療費助成事業 三宅町
子ども・子育て支援事業計画策定業
務

三宅町

子ども・子育て支援事業計画策定業
務

三宅町

34

４．高齢者等
の保健及び福
祉の向上及び
増進

（８）過
疎地域自
立促進特
別事業

４．高齢者等
の保健及び福
祉の向上及び
増進

（８）過
疎地域自
立促進特
別事業

　現在、町保健医療行政については、国保中央病院や川西町医師会、田原
本町医師会の協力により推進しています。
　今後、近隣市町村の医師会及び磯城郡の中核病院となる国保中央病院、
さらに桜井地区医師会と連携を強化することにより、町保健医療行政の向
上を図ることが課題となっています。

　現在、町保健医療行政については、国保中央病院や川西町医師会、田原
本町医師会の協力により推進しています。
　今後、磯城郡三町の医師会及び磯城郡の中核病院となる国保中央病院、
さらに桜井地区医師会と連携を強化することにより、町保健医療行政の向
上を図ることが課題となっています。

○磯城休日応急診療所や桜井地区病院群輪番体制等、広域による連携体制
の強化を行い、休日や夜間の救急医療体制の確保を図ります。

○磯城休日応急診療所や桜井地区病院郡輪番体制等、広域による連携体制
の強化を行い、休日や夜間の救急医療体制の確保を図ります。



頁 変更後 変更前

７．教育の振興 ７．教育の振興

（２）その対策 （２）その対策

①学校教育 ①学校教育

ア　学力・生きる力の育成 ア　学力・生きる力の育成

（略） （略）

（３）計画 （３）計画

37

39

給食調理業務委託事業 三宅町 給食調理業務委託事業 三宅町

外国語講師委託事業 三宅町 外国語講師委託事業 三宅町

ICT環境整備事業 三宅町 ICT設備改修事業 三宅町

図書室整備事業 三宅町 特別支援教育講師派遣事業 三宅町

特別支援教育講師派遣事業 三宅町 生涯学習推進事業 三宅町

生涯学習推進事業 三宅町 （略） （略）

（略） （略）

○三宅町教育大綱に基づき、自ら学び、豊かな心と健やかな体を育む学校
教育を推進します。

○三宅町教育大綱に基づき、自ら学び、豊かな心と健やかな身体を育む学
校教育を推進します。

（４）過
疎地域自
立促進特
別事業

（４）過
疎地域自
立促進特
別事業

６．教育の振
興

６．教育の振
興



頁 変更後 変更前

９．その他地域の自立促進に関し必要な事項 ９．その他地域の自立促進に関し必要な事項

（３）計画 （３）計画45

移住定住促進事業 三宅町 UIターン促進事業 三宅町

三宅町まち・ひと・しごと創生人口
ﾋﾞｼﾞｮﾝ改訂事業

三宅町
三宅町まち・ひと・しごと創生人口
ﾋﾞｼﾞｮﾝ改訂事業

三宅町

多世代がつながるひとりひとりの居
場所創出事業

三宅町
多世代がつながるひとりひとりの居
場所創出事業

三宅町

地方版総合戦略策定事業 三宅町

８．その他地
域の自立促進
に関し必要事
項

（２）過
疎地域自
立促進特
別事業

８．その他地
域の自立促進
に関し必要事
項

（２）過
疎地域自
立促進特
別事業


